
 
〇「請願書」と「陳情書」の違い 

区 分 請願書 陳情書 
（要望書・意見書・嘆願書・要請書など） 

内 容 

国や地方公共団体（都道府県や市
区町村）が行う仕事に関係するこ
とについて、国⺠（住⺠）が直接
意見や希望を述べることです。 

請願と同じように、国や地方公共団
体（都道府県や市区町村）などへ、
実情を述べて問題の解決や改善など
を求めることです。 

法的根拠 
日本国憲法第 16 条に定められた国
⺠の基本的権利のひとつです。 

請願のように憲法に保障された権利
ではなく、法的な効果が発生するも
のではありません。 

議員の紹介 １人以上の議員の紹介が必要 必要なし。 

審議方法 
提出後の次の定例会（町議会の本会議）で審議され、議会運営委員会また
は常任委員会などで審査し、採択するかしないかを本会議で決定します。 

提出方法 
文書にして提出しなければなりません。書類の形式と手続に問題がなけれ
ば受理されます。 

提出期限 

提出期限は、定例会が開催される前月 20 日までとなります。 
３月定例会の場合：２月 20 日まで 
６月定例会の場合：５月 20 日まで 

 ９月定例会の場合：８月 20 日まで 
 12 月定例会の場合：11 月 20 日まで 
提出期限が「土日・祝日」の場合は、その直前の開庁日（平日の金曜日な
ど）までとなりますのでご注意ください。 

結果通知 
提出された方（提出された方が２人以上の場合は代表の方）に文書でお知
らせします。 

 
〇 請願書（陳情書など）の書き方【見本】 

〇〇〇〇〇に関する請願書 
令和  年  月  日  

肝付町議会議⻑ 様 
請願者 

               住  所 
氏  名           

（署名または記名押印） 
紹介議員           

（署名または記名押印） 
 請願の趣旨及び理由 
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※陳情書なども同様の書き方となりますが、「紹介議員」は必要ありません。 
  

法人の場合、名称・
所在地・代表者の署
名または記名押印 

紹介議員の署名、ま
たは記名押印 

請願の趣旨や理由は
別の紙に記載し、そ
れを添付することも
可能です。 

題名（件名）を記載 


